
取締役会省略決議議事録 

 

 取締役 落合雅三氏は、会社法第３７０条に従い下記の取締役会の決議の目的である事

項につき、「取締役会決議事項に係る書面決議ご提案の件」の書面を全ての取締役、及び

全ての監査役に送付し、上記提案の内容、及び会社法第３７０条の規定により取締役会の

決議を省略することについての同意を求めた。 

 

１．取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 

議案 マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件 

 

２．上記事項を提案した取締役の氏名 

  取締役 落合雅三 

 

 これらに対し全ての取締役から書面または電磁的記録により上記提案の内容、及び会社

法第３７０条の規定により取締役会決議を省略することについて同意の意思表示がなされ

た。 

 なお、全ての監査役は、本提案の内容、及び会社法第３７０条の規定により取締役会決

議を省略することについて異議は述べていない。 

 また、全ての監査役から、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社については、

当社との間に顧問契約や請負契約等の取引関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立

していること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、さらに、新株予

約権発行要項の内容を基に市場慣行に従った一般的な方法により価額算定が行われている

ことから、算定結果を踏まえ本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利ではなく適

法であると判断した旨の意見表明を受けている。 

 よって、会社法第３７０条及び当社定款第２３条第２項の規定に基づき、本決議事項に

ついて、可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。 

 

３．取締役会の可決決議があったものとみなされた日 

  令和７年１２月３日 

 

以上、会社法第３７１条、会社法施行規則第１０１条第４項第１号に従い、本議事録を作

成する。 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

東京都品川区勝島一丁目５番２１号 

議事録作成者  代表取締役  久布白 兼直  印 



令和７年１２月３日 

 

取締役会決議事項に係る書面決議ご提案の件 

 

株式会社メディネット 

 取締役  各位 

 

取締役 落合雅三 

 

 

 会社法第 370 条に基づき、取締役会決議事項について下記のとおりご提案申し上げます

ので、各取締役におかれましてはこれにご同意くださいますようお願い申し上げます。 

なお、下記の事項については、取締役の全員から書面または電磁的記録により同意の意思

表示がなされた時には取締役会の決議がなされたものといたします。 

 

記 

 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

 ・ 本件の議案書及びその添付書類 



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

取締役 木村 佳司  印 



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

代表取締役 久布白 兼直  印 



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

取締役 落合 雅三  印 



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

取締役 近藤 隆重  印 



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

取締役 篠田 丈   印 

 

  



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

                        取締役 吉野公一郎  印 

 



同 意 書 

 

 

株式会社メディネット 

提案者 取締役 落合雅三  殿 

 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに同意しま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

取締役 市川 邦英 印 



令和７年１２月３日 

 

取締役会決議事項に係る書面決議ご通知の件 

 

株式会社メディネット 

 監査役  各位 

 

取締役 落合雅三 

 

 

 当職は、令和７年１月２４日付をもちまして、会社法第 370 条に基づき、各取締役に対

し、取締役会決議事項について下記のとおりとすべくご提案申し上げましたので、監査役

においてこれに異議がある場合には、速やかに異議を述べられたく、ご通知申し上げま

す。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 



回 答 書 

 

株式会社メディネット 

 提案者 取締役  落合雅三 殿 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに異議はあり

ません。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

常勤監査役 片山卓朗  印 



回 答 書 

 

株式会社メディネット 

 提案者 取締役  落合雅三 殿 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに異議はあり

ません。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

監査役 長谷川明彦  印 



回 答 書 

 

株式会社メディネット 

 提案者 取締役  落合雅三 殿 

 

 

 私は、貴殿が会社法第 370 条に基づき提案された下記の取締役会の決議の目的である事

項に係る提案の内容、及び同条の規定により取締役会の決議を省略することに異議はあり

ません。 

 

記 

 

議案  マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする新株予約権の募集発行の件

件 

 

 

マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 20 回新株予約権の募集発行をい

たしたく上程いたします。 

 

以上 

 

 

添付資料 

・ 本件の議案書及びその添付書類 

 

 

令和７年１２月３日 

株式会社メディネット 

監査役 岡﨑久美子 印 



（別紙） 

 

株式会社メディネット第 20 回新株予約権（第三者割当） 

発行要項 

1．本新株予約権の名称 

株式会社メディネット第 20 回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

2．申込期間 

2025 年 12 月 23 日 

3．割当日 

2025 年 12 月 23 日 

4．払込期日 

2025 年 12 月 23 日 

5．募集の方法 

第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割

り当てる。 

6．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 59,000,000 株（本新

株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株）とす

る。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権

の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を

行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満

の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、

株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により調整される。但



し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使

価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

 

(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る

第 11 項第(2)号、第(3)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行

使価額を適用する日と同日とする。 

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる

調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日そ

の他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日

の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行

う。 

7．本新株予約権の総数 

590,000 個 

8．各本新株予約権の払込金額 

新株予約権１個当たり金 21 円 

9．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行

使価額」という｡）は、当初 31.35 円とする。但し、行使価額は第 10 項に定める修正及び第

11 項に定める調整を受ける。 

10．行使価額の修正 

(1) 本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日（以下に定義する。）の前取引日（以下に

定義する。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない

場合には、その直前の終値）の 95%に相当する金額（円位未満小数第３位まで算出し、小数



第３位の端数を切り上げた金額）に修正される。但し、本新株予約権の行使が、東京証券取

引所の有価証券上場規程施行規則第 436 条第 1 項に定義する制限超過行使に該当する場合

であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が 2025 年 12 月３日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値（本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式

分割等が行われた場合は、同額に株式分割等の比率を乗じて調整する。）（以下「発行決議日

終値」という。）を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同

額に修正される。 

「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券

取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限（一時的

な取引制限も含む。）があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第 16 項第(1)号に定める本新株予約権の各行

使請求に係る通知を当社が受領した日（但し、最初に当該通知を受領した日を除く。）をい

う。 

(2) 行使価額は 24 円（但し、第 11 項の規定に準じて調整を受ける。その場合、第 11 項に

て「行使価額」とあるのは「下限行使価額」と読み替える。）（以下「下限行使価額」という。）

を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使

価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。 

11．行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式

（以下「新株発行等による行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行

株式数 
＋ 

新発行・処

分株式数 
× 

1 株当たりの

払込金額 

1 株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(2) 新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。 

①下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、

又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、



当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬（譲渡制限

付株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。）として株式を発行

又は処分する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取

得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権

利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は

合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、

無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき

株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを

適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株

発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加す

る当社の普通株式数をいうものとする｡ 

③下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めの

ある取得請求権付株式又は下記第(5)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発

行又は付与する場合（但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を

対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部

が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して

算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合

は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む｡）の取得と引換えに下記第(5)号②に定める時価を下回る価額をもって当

社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む｡）に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われ

ている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。 



⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降

の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③

にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この

場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請

求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付

する。 

株式数 ＝ 

調整前 

行使価額 
－ 

調整後 

行使価額 
× 

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(3) ① 当社は、本新株予約権の発行後、本号②に定める配当を実施する場合には、次に定

める算式（以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整

式と併せて「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

調整後行使

価額 
＝ 調整前行使価額 × 

時価－1 株当たりの配当 

時価 

  ②「1 株当たりの配当」とは、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期

間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式 1 株当たりの

剰余金の配当（会社法第 455 条第 2 項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。

金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を

配当の額とする。）の額をいう。１株当たりの配当の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第 454 条又は第

459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日から５取引日目以降これを適用する。 

(4) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未

満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とす

る事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代え

て調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(5) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

四捨五入する。 

②行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後



行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日）又は配当による

行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 連続取

引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日

数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 

③新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける

権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整

後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)

号②の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基

準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

(6) 上記第(2)号及び第(3)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行

う。 

①株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要と

するとき。 

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行

使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要が

あるとき。 

(7) 行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社は、調

整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及び

その事由、調整前行使価額、調整後行使価額（調整後の下限行使価額を含む。）並びにその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他

適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やか

にこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2025 年 12 月 24 日から 2027 年 12 月 23 日までとする。 



13．その他の本新株予約権の行使の条件 

 各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の

払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って 14 暦日前までに通知

をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得する

ことができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新

株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく取得に関して本新株予約権者が得たいか

なる情報も、金融商品取引法第166条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、

当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(2) 当社は、当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）をする場合、株式交換、

株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会（株主

総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合又は東京証券取引所において

当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第 273 条の規定に従って 14 暦日前ま

でに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たりその払込

金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。

本発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新

株予約権の取得の通知は、当該取得条項に基づく取得に関して本新株予約権者が得たいか

なる情報も、金融商品取引法第166条第２項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、

当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。 

(3) 当社は、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日（休業日であ

る場合には、その直前営業日とする。）に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本

新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。  

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第

17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計

算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 



(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期

間中に第 19 項記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとす

る。 

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が

指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要

な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当予定先との間で締結される買取契約に定められた諸条件を考慮し、

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、

当社普通株式の流動性及び株価変動性（ボラティリティ）、当社に付与されたコール・オプ

ション、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等について一定の前提

を置いて第三者算定機関が評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第８項

に記載の通りとした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項

に記載のとおりとした。 

19．行使請求受付場所 

株式会社アイ・アールジャパン 証券代行業務部 

20．払込取扱場所 

株式会社三菱 UFJ 銀行 横浜駅前支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全

部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社

証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従

う。 



22．振替機関の名称及び住所 

 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

23．その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

以上 

 


